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令和２年１１月１２日 

総 務 部 人 事 課 

 

板橋区職員の懲戒処分の公表について 

 

 「板橋区職員の懲戒処分等公表基準」（平成１５年７月１日施行）に基づき、地方公務員

法上の懲戒処分について、下記のとおり公表する。 

 

記 

 

１ 停 職 

公務外における道路交通法違反 

被処分者  主事 ４７歳 

事案の内容 

令和元年１０月２６日午前０時３９分頃、道路標識によりその最高速

度が６０キロメートル毎時と指定されている東京都目黒区中目黒２丁

目８番首都高速中央環状線内回り１１．２３キロポスト付近道路におい

て、その最高速度を８０キロメートル毎時超える１４０キロメートル毎

時の速度で普通乗用自動車を運転して進行し、令和２年１月３１日に起

訴された。 

令和２年１０月１６日、東京高等裁判所において、道路交通法違反に

より罰金１０万円の判決を受け、令和２年１０月３１日に刑が確定し

た。 

処分の内容 停職 ２月間 

発令年月日 令和２年１１月１２日 

根拠規定  地方公務員法第２９条第１項第１号及び第３号 

 

 

 


